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介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
や
そ

の
人
を
扶
養
し
て
い
る
人
で
、
次
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
人
は
、
確
定
申
告
で
障
害
者
控
除
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
認
定
要
件
】

　
令
和
元
年
12
月
31
日
現
在
、
介
護
認
定
を
受
け
て

お
り
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

○
介
護
保
険
認
定
調
査
票
の
「
認
知
症
高
齢
者
の
日

常
生
活
自
立
度
」が
Ⅲ
、
Ⅳ
ま
た
は
Ｍ
と
判
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
。

○
介
護
保
険
認
定
調
査
票
の
「
障
害
高
齢
者
の
日
常

生
活
自
立
度(

寝
た
き
り
度)

」
が
Ｂ
ま
た
は
Ｃ
と
判

定
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
６
か
月
以
上
寝
た
き
り
状

態
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
こ
と
。

※
控
除
を
受
け
る
に
は
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、左
記
窓
口
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
窓
口
】

　
高
齢
福
祉
介
護
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
北
部
振
興
局(

福
祉
生
活
課)

、各
支
所

【
認
定
書
に
関
す
る
問
合
せ
】

　
高
齢
福
祉
介
護
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
７
７
８
９

【
税
に
関
す
る
問
合
せ
】

　
税
務
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
２
４

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
も

障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

問

高
齢
福
祉
介
護
課（
☎
６
５
ー
７
７
８
９
）

　
長
浜
市
学
校
給
食
会
へ
給
食
用
物
資
を
納
入
す
る
に
は
物

資
納
入
業
者
登
録
が
必
要
で
す
。
４
月
か
ら
の
新
規
登
録
や

登
録
内
容
の
追
加
を
希
望
す
る
事
業
者
は
、
期
限
内
に
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
登
録
さ
れ
て
い
る
事
業
者
で
変
更
の
な
い
場

合
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】

　
２
月
３
日(

月)

～
20
日(

木)

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

　
８
時
30
分
～
17
時

※
郵
送
の
場
合
、２
月
20
日(

木)

必
着

【
参
加
資
格
】

〇
３
年
以
上
に
わ
た
り
継
続
し
て
業
務
を
行
っ
て
い
る
者

〇
納
期
限
が
到
来
し
て
い
る
市
税
等
の
未
納
が
な
い
こ
と

【
登
録
期
間
】

　
４
月
１
日(

水)

～
令
和
３
年
３
月
31
日(

水)

【
提
出
書
類
】

　
申
請
書
、
納
税
証
明
書
、
保
健
所
の
営
業
許
可
書
、
業
務
開

始
報
告
書
、食
品
衛
生
監
視
票

※
申
請
書
な
ど
は
、
事
務
局
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

【
提
出
方
法
】

　
郵
送
ま
た
は
直
接
左
記
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
・
提
出
先

　
〒
５
２
６
―

０
８
４
４
　
南
田
附
町
５
３
５

　
長
浜
市
学
校
給
食
会
事
務
局

　(

長
浜
南
部
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
内)

　
☎
６
３
―
５
８
１
８

　
長
浜
ユ
ネ
ス
コ
協
会
・(

公
社)

日
本
ユ
ネ
ス
コ
協
会
連
盟

で
は
、
皆
さ
ん
が
書
き
損
じ
た
年
賀
状
な
ど
を
集
め
て
、
戦
争

や
貧
困
な
ど
で
教
育
の
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
世
界
中
の
人
々

に
「
学
び
の
機
会
＝
寺
子
屋
」
を
広
げ
る
活
動
「
ユ
ネ
ス
コ
世

界
寺
子
屋
運
動
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
主
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
ネ

パ
ー
ル
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
な
ど
へ
の
支
援
が
行
わ
れ
、
現
在

５
３
２
軒
の
寺
子
屋
が
建
設
さ
れ
、
１
３
０
万
人
以
上
の
人

が
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
11
枚
の
書
き
損
じ
ハ
ガ
キ
、
ま
た
は
未
使
用
の
切
手

５
０
０
円
分
で
１
人
が
１
か
月
学
校
に
通
え
る
支
援
に
な
り

ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
回
収
場
所
】
市
役
所
本
庁
舎(

東
口
・
南
口)

・
北
部
振
興
局
・

各
支
所
、ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、図
書
館
等

【
期
　
限
】
１
月
31
日(

金)

【
対
　
象
】
①
未
投
函
の
書
き
損
じ
ハ
ガ
キ

②
切
手(

未
使
用
・
使
用
済
み
ど
ち
ら
で
も
可)

③
未
使
用
の
収
入
印
紙

④
未
使
用
テ
レ
フ
ォ
ン
カ
ー
ド

※
全
て
額
面
は
問
い
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先

　
長
浜
ユ
ネ
ス
コ
協
会
事
務
局

　(

生
涯
学
習
文
化
課
内)

　〈
本
庁
舎
３
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
５
２

　
中
小
企
業
者
、
小
規
模
事
業
者
の
皆
さ
ん
の
設
備
投
資
、
販

路
開
拓
な
ど
の
経
営
課
題
解
決
や
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
後
押

し
を
す
る
「
も
の
づ
く
り
補
助
金
」、「
小
規
模
事
業
者
持
続

化
補
助
金
」
な
ど
を
中
心
と
し
た
補
助
金
制
度
の
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

※
公
募
前
の
情
報
を
基
に
し
た
補
助
制
度
の
内
容
で
す
の
で

変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
公
募
申
請
を
さ
れ
る
場

合
は
、正
式
な
公
募
要
領
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
と
こ
ろ
】
長
浜
商
工
会
議
所
２
階
　
会
議
室

【
と
　
き
】
１
月
27
日(

月)

15
時
～
17
時

【
参
加
料
】
無
料

【
対
象
者
】
市
内
の
中
小
企
業
者
・
小
規
模
事
業
者

【
内
　
容
】

　
〇
国
な
ど
の
補
助
金
制
度
内
容
に
つ
い
て

　
〇
補
助
上
限
額
お
よ
び
補
助
率
ア
ッ
プ
の
要
件
に
つ
い
て

　
〇
経
営
指
導
員
に
よ
る
相
談

問
合
せ
・
申
込
先

　(

一
社)

長
浜
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
協
議
会

　
☎
５
３
―
２
７
７
０
　

　
FAX

５
３
―
２
７
８
０

　

in
fo
@
n
a
ga
h
a
m
ab
iz.co

m

学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者
の

追
加
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

書
き
そ
ん
じ
ハ
ガ
キ
の
回
収
に

ご
協
力
く
だ
さ
い

中
小
企
業
支
援「
補
助
金
制
度
説
明
会
」

を
開
催
し
ま
す

問

長
浜
市
学
校
給
食
会
事
務
局（
☎
６
３
ー
５
８
１
８
）

問

長
浜
ユ
ネ
ス
コ
協
会
事
務
局（
☎
６
５
ー
６
５
５
２
）

問

商
工
振
興
課（
☎
６
５
ー
８
７
６
６
）

【申込要件】
　次のすべての条件を満たす人
〇�市内に住所または勤務場所を有し、市税および国民健康保
険料(税)の滞納がないこと。
〇申込者および同居予定者が、暴力団員でないこと。
〇�申込世帯の収入月額(合計)が15万８千円以下であること。
※�特定の条件を満たす場合は21万４千円以下になります。
詳しくは担当課までお問い合わせください。
〇現に住宅にお困りであること。
〇�一般入居向け住宅は、現に同居し、または同居しようとす
る親族があること（新庄寺団地を除く）。
〇�子育て支援向け住宅は、申込時点で中学校就学前の子を扶
養し、現に同居、または同居を予定していること。

【募集期間】
　１月24日(金) ～２月３日(月)
　８時30分～ 17時15分(土日祝日を除く)
　なお、1月30日(木)は19時まで
※�１月20日(月)から建築住宅課〈本庁舎２階〉および北部振
興局、各支所で募集案内を配布します。

【選考方法】
　申込要件をすべて満たす人の中から、公開抽選対
象者を決定し、その後公開抽選により入居者を決定
します。
【入居の時期】
　３月下旬を予定
【その他】
○入居には、保証人が２人必要になります。
○�子育て支援向け住宅は、連帯保証人の数による入
居期間と、最年少の子どもが18歳に達した日以
降の最初の３月31日のいずれか短いほうです。
○�入居者の収入月額により、家賃が段階的に異なり
ます。
○原則として代理人を通じての申込はできません。
○�入居時に際しては、敷金(家賃３か月分)が必要で
す。

市営住宅の入居者を募集します
問 建築住宅課（☎６５ー６５３３）

募集住宅 建設年度 構造 間取り 住戸面積
（㎡） 階 単身

入居
令和元年度家賃月額 ( 円 )

※収入月額により算定

【一般入居向け】�
新庄寺団地第2-16号�

( 新庄寺町 )
S42年度 中層耐火構造�

4階建 2K 36.20 4 ○ �7,400 ～11,000�

【一般入居向け】�
千草東団地第 5-7 号�
( 東上坂町 )

S55年度 簡易耐火構造�
2階建 3K 63.10 ― × 14,300 ～21,300

【一般入居向け】�
長田町団地第10 号�

(長田町 )
S63年度 簡易耐火構造�

2階建 3K 64.92 ― × 16,600 ～24,700

【子育て支援向け】�
八幡中山団地第2-4号�
( 八幡中山町 )

H13年度 中層耐火構造�
3階建 2LDK 58.30 2 × �20,600 ～30,700�

【子育て支援向け】�
東柳野団地第305号�
( 高月町東柳野 )

H8年度 中層耐火構造�
3階建 3LDK 74.58 3 × 21,200 ～31,500

▲市ホームページ


